
 

令和７年度  静岡市中央卸売市場開設運営協議会次第 
 

日  時  令和７年９月 22 日（月） 

午前 11 時 00 分から       

場  所  静岡市中央卸売市場 

管理棟４階 大会議室   

 

 

１ 開会 

２ 新委員の委嘱 

３ 協議・報告事項 

（１）静岡市（中央卸売市場）の取り組みについて 

① 令和７年度 事業計画に基づく進捗状況 

② 市場運営の向上に向けた場内ルールの改正について 

ア． 使用料（市場使用料・施設使用料）の見直し 

イ． 地上駐車場の有料化 

ウ． パレット・コンテナの取扱い 

（２）その他  

４ 意見交換 

５ 閉  会 
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令和７年度 静岡市中央卸売市場 事業計画執行状況 

 

１． 一般管理事業 

市場機能を維持するため、市場事業の運営に係る庶務的経費であり、市場関係団

体への負担金と光熱水費等の支出を行った。 

 〇主な支出 

① 光熱水費(９月 11 日現在)           （予算額） 196,094,000 円  

(執行額)  92,991,672 円 

② 市場協力会ほか負担金            （予算額） 51,874,000 円 

（執行額） 48,006,000 円 

 

２．今後の市場のあり方検討事業 

地域の生産、加工、流通、消費が循環する持続可能な食と農に関する新しいシス

テムを構築するため、「静岡市食と農システムプロジェクトチーム」において詳細を

検討している。また、ハード面での検討を行いつつ、令和６年度に引き続き、ソフ

ト面での実証事業による取扱高の回復等に向けた取組を進めていくことに加え、持

続的な市場経営を行っていくためには、場内事業者の経営力向上が不可欠であるこ

とから、新たに「事業者持続化推進事業補助金」を創設し、足元の基盤強化にも取

り組んでいく。 

 ○攻めの戦略に基づく実証事業等実施業務     （予算額） 5,000,000 円 

（執行額） 4,974,640 円 

 ○事業者持続化推進事業補助金          （予算額） 5,000,000 円 

（執行予定額） 5,000,000 円 

 

  ※参考：令和６年度に実施した「攻めの戦略に基づく実証事業」 
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３．施設管理運営事業 

市場施設の機能維持を図るため、設備の保守点検及び小破修繕を実施する。 

○場内警備業務ほか 19 業務           （予算額）144,136,000 円 

（執行額）135,610,920 円 

 ○小破修繕（９月 11 日現在）           （予算額） 40,000,000 円 

（執行額） 17,123,296 円 

（執行額の内訳） 

建築 1,543,160 円 9.0 ％ 

土木 968,000 円 5.7 ％ 

電力・通信 217,800 円 1.3 ％ 

照明 1,349,700 円 7.9 ％ 

冷蔵庫・空調 7,615,520 円 44.5 ％ 

衛生設備 3,342,900 円 19.5 ％ 

消防設備 289,300 円 1.6 ％ 

その他 1,796,916 円 10.5 ％ 

 

 

４．施設整備事業 

市場施設の機能維持を図るため、市場施設及び設備を計画的に更新する。 

                         （予算額）75,000,000 円 

○青果棟北側低温卸売場冷蔵設備２・３号機取替修繕 （執行額）30,800,000 円 

 

○非常用放送設備修繕ほか４事業        （執行予定額）44,200,000 円 

⇒ 年度内契約及び施工完了を見込む。 
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５．業務管理事業 

取引等の市場業務の適正化を図るため、静岡市中央卸売市場業務条例に基づき市

場関係者の指導及び監督などを行うとともに、当市場への地域理解促進のため開放

型市場への取り組みをより深化させる。 

・仲卸業者への支援：経営診断、個別相談業務など 

・取扱実績の把握：販売原票システム保守管理など 

・取引等の監督：市場監視業務、市場内事業者への立入検査など 

 

（１）仲卸業者への支援 

  ■経営診断・・・10 月～12 月中旬予定 

  ■個別相談・・・１月中旬～２月中旬予定 

（２）取引等の監督 

※静岡市中央卸売市場業務条例第 60 条（報告及び立入検査）の規定による 

  ■卸売業者への立入検査・・・10 月中旬予定 

  ■仲卸業者への立入検査・・・２月予定 

（３）開放型市場への取り組み 

  ■市場まつり・・・11 月 16 日（日）開催予定 

  ■市場見学（６回開催予定） 

日 内 容 人数 

8/16(土) 静岡市東部生涯学習センター共催夏休み子供市場見学 26 人 

8/18(月) 興津少年教室親子市場見学 20 人 

8/21(木) 静岡市東部生涯学習センター共催夏休み子供市場見学 14 人 

9/6(土) 学校法人鈴木学園中央調理製菓専門学校静岡校市場見学 16 人 

9/20(土) 公募による市場見学 20 人 

10/18(土) 公募による市場見学 20 人 

    ※8/16、8/18、8/21 は保護者含む 

  ■料理教室（11 回開催予定） 

日 内 容 人数 

5/24(土) 青果棟見学と丸ごとメロンケーキ作り 16 人 

6/28(土) 専門家に旬のしらすを学び料理を作る 16 人 

7/26(土) 市場せり見学と市場の専門家が教える鯵のさばき方 16 人 

8/23(土) 市場せり見学とまぐろの富士山丼を作って食べよう 16 人 

9/27(土) 旬の「シャインマスカット・巨峰」でタルト作り 16 人 

10/25(土) 親子でかぼちゃのジャック・オー・ランタンを作ろう！ 20 人 

11/22(土) 市場の専門家が教えるブリの話とクッキング 20 人 

12/20(土) いちごでクリスマスケーキ作り 20 人 

1/24(土) 恵方巻を作って食べよう 20 人 

2/28(土) フルーツバスケットを作ろう 20 人 

3/21(土) 旬の●●貝を知って食べよう 20 人 

    ※5/24、7/26、8/23、10/25、12/20 は小学生と保護者、 

     9/27 は小学生のみ、6/28、11/22、1/24、2/28、3/21 は中学生以上 
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関係条例等（抜粋） 

 

 

 

 

   静岡市中央卸売市場業務条例 

令和２年３月19日 

条例第21号 

第６章 静岡市中央卸売市場開設運営協議会 

第64条 市場の業務の運営及び市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させる

ため、静岡市中央卸売市場開設運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員15人以内をもって組織する。 

３ 委員は、生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し学識経験がある者のうちから市長が

委嘱する。 

４ 前２項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

静岡市中央卸売市場業務条例施行規則 

令和２年５月27日 

規則第68号 

第５章 静岡市中央卸売市場開設運営協議会 

（委員の任期） 

第72条 条例第64条第１項の静岡市中央卸売市場開設運営協議会（以下「協議会」という。）

の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、非常勤とする。 

（会長及び副会長） 

第73条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
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（会議） 

第74条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

（部会） 

第75条 協議会が必要と認めたときは、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、協議会が特に付託した事項について調査審議する。 

３ 部会は、会長の指名する委員により組織する。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を協議会に報告する。 

（幹事及び書記） 

第76条 協議会に幹事及び書記若干人を置く。 

２ 幹事は、市及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

３ 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。 

４ 書記は、市職員のうちから市長が命ずる。 

５ 書記は、協議会の所掌事務を整理する。 

（委任） 

第77条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 
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令和７年度 第1回静岡市中央卸売市場開設運営協議会席次表 令和７年９月22日
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